
（様式①）

[教育委員会事務局] 15款8項7目 （単位：千円）

総額 一財+市債 総額 一財+市債 総額 一財+市債

1 学校施設解体費 528,469 528,469 16,028 16,028 512,441 512,441 ○

計 528,469 528,469 16,028 16,028 512,441 512,441
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(様式②-1）
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令和　４年度　事業計画書

事業局課 教育委員会事務 教育施設
新規拡充 □ 新規 ■ 拡充

事業名称 学校施設解体費

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

事業評価書番号
事業区分

歳出予算科目 会計 15 8 7

市債 一般財源区　分 金　額 国 県 諸収入

88,469
補助事業 0

令和４年度 528,469 440,000

0
令和３年度 16,028 16,028

単独事業

0 72,441

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 512,441 0 0 440,000 0

未定

145,000 0 0 428,370 未定 未定
予
算

145,000 0 0 428,370 未定

事業概要

左近山地区の統合により、左近山小高小学校は平成２７年４月１日に用途廃止施設となっています。
後利用方針について、令和２年度第２回横浜市資産活用推進会議にて承認済みであり、また、老朽化が進んでいるため、既存校舎を
解体します。

事業開始年度 令和3年度

根拠法令・方針決裁等 令和２年度第２回横浜市資産活用推進会議

決
算

93,397 0 0

93,397 0 0

事業目的・効果
(必要性)

用途廃止となった学校施設の解体をします。

【後利用方針】
・グラウンド部分は社会福祉法人への私有地貸与による特別養護老人ホーム
・校舎部分は価格固定プロポーザル方式による公募売却・貸付

根拠・データ等 無

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

単位 目標

実績

単位 目標

実績

単位 目標

実績

16,028 512,441 工事費の増

0

事業スケジュール
R3年度：解体設計、区役所主体で地元説明
R4年度：解体工事（アスベスト撤去・上物・基礎解体）
R5年度：解体工事（杭引き抜き）

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

旧左近山小高小学校解体工事 528,469

0

0

0

0

0

0

0

0

本資料は、公正・適正に作成しました。 杉浦　達彦 水橋　隆之 芦澤　恵美

細事業合計 528,469 16,028 512,441

課長 係長 整備
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